
社会福祉法人パール 

指定介護予防訪問介護･日常生活支援総合事業 

国基準相当訪問型サービス/区独自基準訪問型サービスＡ 

 「訪問介護 パールケア原宿」 

運営規程  
 

第１章 施設の目的及び運営の方針 

 

○第１条（目的） 

 この規程は，指定訪問介護･指定介護予防訪問介護事業所（以下「パールケア原宿」という。）が

行う指定訪問介護の事業（以下「事業」という。）の適正な運営を確保し，人員及び管理運営に関

する事項を定める。 

そして，パールケア原宿の介護福祉士又は訪問介護員研修の修了者（以下「訪問介護員等」とい

う。）が，要介護状態又は要支援状態にある高齢者に対し，適正な指定訪問介護が提供できること

を目的とする。 

 

○第 2 条（運営の方針） 

１ パールケア原宿の訪問介護員等は，事業の提供に当たって次の事項に努める。 

２ 利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことがで

きるように配慮して、身体介護その他の生活全般にわたる援助を行うものとする。 

３ 必要な時に必要な訪問介護の提供ができるよう努めるものとする。 

４ 利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行い、

常に利用者の立場に立ったサービス提供に努めるものとする。 

５ 利用者の所在する区市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、他の居宅サービス事

業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との綿密な連携を図り、総合的なサービス

の提供に努めるものとする。 

 

第 2 章 職員の職種，員数及び職務内容 

○第１条（事業所の名称等） 

 事業を行う事業所の名称及び所在地は次の通りとする。 

1 名称   訪問介護 パールケア原宿 

2 所在地  東京都渋谷区神宮前 2-30-7 パレドール原宿 403 

  3  電話番号  ０３－６８０５－００２３ 

 

○第 2 条（職員） 

 パールケア原宿は，介護保険法に基づく「指定介護老人福祉施設の人員に関する基準」及び「指

定居宅サービス等の事業の人員，設備及び運営に関する基準」に示された所定の職員を含み，下記

のように配置する。 

 （1）管理者 1 名 

 （2）サービス提供責任者 1 名以上 

 （3）訪問介護員等 2.5 名以上 

 

○第 3 条（職務） 

 （1）管理者 

従業者および業務の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定訪問介護・

指定介護予防訪問介護（日常生活支援総合事業）の実施に関し、事業所の従業者に対し遵守



すべき事項について指揮命令を行う。 

（2）サービス提供責任者 

①訪問介護計画・介護予防訪問介護計画の作成・変更等を行い、利用の申込みに係る調整。 

②利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握し、サービス担当者会議への出席、

利用者に関する情報の共有等居宅介護支援事業者等との連携を行う。 

③訪問介護員に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況について

の情報を伝達し、業務の実施状況を把握する。 

④訪問介護員の能力や希望を踏まえた業務管理、研修、技術指導その他サービス内容の管理につい

て必要な業務等を実施する。 

（3）訪問介護員等 

訪問介護計画に基づき指定訪問介護・指定介護予防訪問介護（日常生活支援総合事業）の提供に当

たる。 

 

第 3 章 営業時間 

 

○第 1 条（営業日及び営業時間） 

 パールケア原宿の営業日及び営業時間は，次のとおりである。 

月～土曜日（祝日含む）の午前 8 時 00 分から午後 8 時 00 分まで。 

※天災その他やむを得ず業務を遂行できない日を除く 

 

第 4章 ご利用者に対するサービス内容及び利用料その他の費用額 

 

○第 1 条（訪問介護計画の作成と開示） 

１ パールケア原宿は、「訪問介護計画」及び「介護予防訪問介護計画」を作成し、それをご利用者

に対して面接の上説明をした後、交付する。 

2 パールケア原宿は，実施記録を保管する。  

 上記の記録は，契約終了後 5年間保存する。 

 

○第 2 条（指定訪問介護･指定介護予防訪問介護の内容） 

 （１）区独自基準訪問型サービス A に関すること。 

（２）国基準相当訪問型サービスに関すること。 

（３）生活，身上，介護その他必要な相談，助言に関すること。 

 

○第 3 条（利用料） 

１ 利用料の額は，介護保険法に基づく厚生労働大臣が定める基準によるものとし，【別紙料金表】

記載の利用料の合計額とする。 

２ 第 11 条における通常の事業の実施地域を超えて行う指定訪問介護･指定予防訪問介護に要した

交通費は，その実費相当分を徴収する。 

３ その他のサービスにかかる諸経費については，【別紙料金表】記載の利用料を別途徴収する。 

４ 前項の費用の支払いを受ける場合には，ご利用者又はその家族に事前に【別紙料金表】で説明を

行い，支払いに同意する文書に署名（記名押印）を受ける。 

 

○第４条（通常の事業の実施地域） 

 渋谷区、港区等 

 

 

 



第５章 サービス利用にあたっての留意事項及び職員の義務 

 

○第 1 条（衛生管理及び職員の健康管理等） 

１ パールケア原宿は，衛生管理に十分留意し，必要な措置を行う。 

２ パールケア原宿は，職員に対し感染症等に関する基礎知識を習得させるため，必要な教育に努め

る。 

３ パールケア原宿は，職員に年１回以上の健康診断を受診させる。 

○第 2 条（秘密の保持） 

１ 職員は業務上知り得たご利用者またはその家族の秘密を，固く保持しなければならない。 

２ 職員でなくなった後においても，これらの秘密を保持する。 

 

第７章  その他の運営についての重要事項 

 

○第 1 条（利用要件） 

 パールケア原宿を利用するためには，要支援認定または、事業対象者の認定を受けていなければ

ならない。 

 

○第 2 条（内容及び手続きの説明及び同意，契約） 

 利用にあたっては，あらかじめご利用者及びその家族等に面談の上，重要事項説明書，契約書を

交付して説明を行い，利用契約締結する。 

 

○第 3 条（苦情処理） 

 ご利用者は，提供されたサービス等につき苦情を申し出ることができる。その場合パールケアは， 

速やかに事実関係を調査し，その結果改善の必要性の有無並びに改善方法についてご利用者または 

その家族に報告する。なお，苦情申立窓口は，次の通りである。 

法人本部相談窓口     東京都渋谷区鉢山町３番２７号 

           電話番号０３－５４５８－４８１１(ご利用時間９：３０～１８：３０） 

           担当：新谷弘子 山口カネ子 入江祐介   

渋谷区介護保険課    東京都渋谷区宇田川町１番１号 

介護相談係       電話番号０３－３４６３－３３０４（直通） 

東京都国民健康保険団体 東京都千代田区飯田橋 3 丁目 5 番 1 号東京区政会館 10 階 

            電話番号０３－６２３８－０１７７ (直通) 

 

○第４条（ハラスメント対策の強化） 

     パールケアは、適切な指定訪問介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言 

動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、 

訪問介護員等の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じな 

ければならない。 

 

○第５条（事故処理） 

    指定訪問介護及び指定介護予防訪問介護の提供により事故が発生した場合は、迅速かつ適切に対 

応するために受付窓口を設置し、苦情内容の記録など必要な措置を講じる。賠償すべき事故が発生 

した場合は損害賠償を速やかに行う。 

     

 

 



○第 6 条（虐待防止に関する取組み等） 

 パールケアは、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため、次の事項に努める。 

（1）  虐待防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする）

を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底をする。 

（2） 虐待の防止のための指針を整備する。 

（3） 虐待を防止のための従業者に対する定期的な研修を実施する。 

（4） 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を配置する。 

（5） その他虐待防止のために必要な措置。 

 パールケアは、サービス提供中に当該事業所従事者または養護者（利用者の家族等高齢者を現に養護する

者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに担当の地域包括支援センターに通報

するものとする。 

 

○第７条（身体拘束の禁止） 

１ 

  

 

２ 

 

３ 

 

 

 

 

パールケアは、サービスの提供に当たっては、利用者もしくは他の利用者の生命又は身体を保

護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下

「身体拘束等」という。）を行わないものとする。 

パールケアは、身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況

並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録するものとする。 

パールケアは、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講ずるものとする。 

（１）身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会の定期的な開催及びその結果について

従業者への周知徹底 

（２）身体拘束等の適正化のための指針の整備 

（３）従業者に対する、身体拘束等の適正化のための研修の定期的な実施 
 

 

○第８条（感染症の予防及びまん延防止） 

 パールケアは、感染症の予防及びまん延防止のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じるも

のとする。 

（1） 感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会をおおむね 6月に 1回以上開催

するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図っていく。 

（2） 感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備。 

（3） 従業者に対する感染症の予防及びまん延防止のための研修を定期的に実施する。 

 

○第９条（事業継続計画） 

 業務継続計画（BCP）の策定等にあたって、感染症や災害が発生した場合でも、利用者が継続し

て指定居宅介護支援の提供を受けられるよう、業務継続計画を策定するとともに、その計画に従い

必要な研修及び訓練を実施するものとする。 
 

 

○第１０条（訪問介護員等の資質向上のための取組み等） 

  パールケアは訪問介護員等の資質の向上を図るため、虐待防止、権利擁護、認知症ケア、感染 

症の予防対策等の事項に関して、研修機関が実施する研修への参加や、当該事業所の研修への参 

加を計画的に確保し、業務態勢を整備する。 

 また、研修受講後は記録を作成する。 

（1） 採用時研修             採用後 3ヶ月以内 

（2） 虐待防止・権利擁護に関する研修   年 1回程度 

（3） 認知症ケアに関する研修       年 1回程度 

（4） 感染症の予防対策に関する研修    年 1回程度 

（5） 業務継続計画に関する研修      年 1回程度 



附則 

 

○第 17 条（施行） 

 この規程は令和 3 年 4 月 1 日から施行する。 

 この規程は令和 6 年 4 月 1 日から施行する。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙 

 

 

【区独自基準訪問型サービスＡ 料金表－基本料金－】 
 

 

業名 利用回数 提供時間 基本料金(1 回) 利用者負担額(1 回) 

1 割 2 割 3 割 

訪問サービスＡ 

(45 分程度) 

 

週 1回程度 

または週 2

回程度 

45 分 2,109 円 211 円 422 円 633 円 

訪問サービスＡ 

(60 分程度) 

60 分 2,587 円 259 円 518 円 777 円 

訪問サービスＡ 

(90 分程度) 

90 分 3,340 円 334 円 668 円 1,002 円 

訪問サービスＡ 

(120 分程度) 

120 分 4,104 円 411 円 821 円 1,232 円 

※利用者負担額は、原則として基本料金の 1 割または 2 割または 3 割の額です。 

※定額制ではなく、1 回あたりの料金体系となっております。 

※予定されたサービスをキャンセルされた場合には、申し出があった時点が訪問予定日の 1 日前～当日の場合、

予定料金（基本料金）の 1 割または 2 割または 3 割の額をいただきます。 

 

【加算について】 

加算項目 利用回数 単位 算定単位 利用料 
ご利用者負担額 

1割 2割 3割 

初回加算 月 1 回 200 単位 初回 2,280 円 228 円 456 円 684 円 

生活機能向上連携

加算 
月 1 回 100 単位 1 月につき 1,140 円 114 円 228 円 342 円 

事業開始時支援 

加算 
月 1 回 180 単位 1 月につき 2,052 円 206 円 411 円 616 円 

介護職員等処遇改

善加算相当(Ⅰ) 

週 1 回 288 単位 1 月につき 3,283 円 329 円 657 円 985 円 

週 2 回以上 576 単位 1 月につき 6,566 円 657 円 1,314 円 1,970 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【国基準相当訪問型サービス料金表－基本料金－】  

 

予防訪問介護費 Ⅰ Ⅱ Ⅲ 

基本料金 13,406 円／月 26,778 円／月 42,487 円／月 

利用者負担 

1割 1,341円 2,678円 4,249円 

2割 2,682円 5,356円 8,498円 

3割 4,022円 8,034円 12,747 円 

※利用者負担額は、原則として基本料金の 1割または 2割または 3割の額です。 

※おおむねⅠ:1回／週 Ⅱ:2回／週 Ⅲ:3回／週 程度のサービスをご利用いただけます。 

※一回のご利用時間は予防プランの目標達成などを勘案しながら、訪問介護計画書により決定されます。 

※国基準相当訪問型サービスは月単位の定額制となります。 

※予定されたサービスをキャンセルされた場合も、上記料金表(利用者負担分)の定額の料金をいただきます。 

 

 

【加算について】  

加算項目 内容 
利用料 

利用者負担額 

初回加算 

新規に訪問介護計画を作成したご利用者に対し、

初回利用同月内にサービス提供責任者が訪問介護

を行うか、他のケアワーカーと同行訪問した場合。 

1割 2割 3割 

1月につき 

2,280円 
228円 456円 684円 

加算項目 内容 
利用料 

利用者負担額 

生活機能向

上連携加算 

 

自立支援型サービス提供を促進し、ご利用者の在

宅における生活機能向上を図る観点から、訪問リ

ハビリテーション実施時にサービス提供責任者と

リハビリテーション専門員が、同時に利用者宅を

訪問し、両者の共同による訪問介護計画を作成す

ることについての評価を行う場合。 

1割 2割 3割 

1月につき 

1,140円 
114円 228円 342円 

介護職員等

処遇改善加

算(Ⅰ) 

一月につき介護職員等処遇改善加算額は、 

※令和 6年 6月より 

【 (基本ｻｰﾋﾞｽ費+各種加算減算)×ｻｰﾋﾞｽ加算別率(24.5%)】(1 単位未満四捨五入)×1 単位の単

価 

 


